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募

集

お
知
ら
せ

地
域
リ
ー
ダ
ー
養
成
セ
ミ
ナ
ー

の
受
講
生
募
集

〜
こ
れ
か
ら
の
社
会
の
原
動
力
は
男
女
共

同
参
画
。
あ
な
た
も
男
女
共
同
参
画
を
学

び
、
地
域
活
性
化
に
役
立
て
る
た
め
の
リ
ー

ダ
ー
を
目
指
し
ま
せ
ん
か
？
〜

内
容

・

リ
ー
ダ
ー
に
役
立
つ
ス
キ
ル

〜
積
極
的
に
聴
く
た
め
に
〜

・

「
安
心
」「
安
全
」
な
社
会
環

境
に
向
け
て

・

よ
り
よ
い
地
域
づ
く
り
の
た

め
の
「
私
の
提
言
」

な
ど

実
施
時
期

９
月
〜
１２
月
の
う
ち
７
日
間

実
施
場
所

愛
媛
県
女
性
総
合
セ
ン
タ
ー

松
山
市
山
越
町
４
５
０
番
地

（
本
町
６
丁
目
電
停
下
車
徒
歩
３
分
）

対
象県

内
在
住
の
１８
歳
以
上
の
方

定
員
１５
名

（
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
し
ま
す
）

受
講
料

無
料

託
児

無
料
（
詳
細
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
）

申
込
方
法

専
用
の
申
込
は
が
き
（
役
場
４

階
社
会
教
育
課
窓
口
に
備
付
け
）

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
お
申
込

み
く
だ
さ
い
。

受
講
の
可
否
は
、
は
が
き
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

申
込
み
先

愛
媛
県
女
性
総
合
セ
ン
タ
ー

〒
７
９
１
―
８
０
１
４

松
山
市
山
越
町
４
５
０
番
地

�
９
２
６
―
１
６
３
３

申
込
締
切

平
成
１９
年
８
月
１６
日（
木
）

（
当
日
消
印
有
効
）

耐
震
診
断
の
費
用
を

補
助
し
ま
す
�

地
震
に
対
す
る
住
宅
の
安
全
性

の
向
上
を
図
る
た
め
、
木
造
住
宅

の
耐
震
診
断
を
う
け
る
所
有
者
を

対
象
に
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
補

助
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
木
造
住
宅

○

町
内
で
昭
和
５６
年
５
月
３１
日

以
前
に
着
工
さ
れ
た
一
戸
建
て

の
住
宅
（
伝
統
構
法
、
枠
組
壁

工
法
、
丸
太
組
工
法
、
大
臣
な

ど
の
特
別
な
認
定
を
得
た
工
法

の
も
の
は
対
象
外
）

○

階
数
が
２
階
以
下
で
、
延
べ

面
積
が
５
０
０
㎡
以
下
の
も
の

の
専
用
住
宅
（
共
同
住
宅
、
長

屋
住
宅
は
対
象
外
）

○

併
用
住
宅
で
住
宅
以
外
の
用

に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
が
過

半
で
な
い
も
の

対
象
と
な
る
耐
震
診
断

「
愛
媛
県
木
造
住
宅
耐
震
診
断

事
務
所
」
の
登
録
を
受
け
た
建
築

士
事
務
所
が
、「
愛
媛
県
木
造
住
宅

耐
震
診
断
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
基
づ

い
て
実
施
す
る
耐
震
診
断

補
助
対
象
者

対
象
と
な
る
住
宅
の
所
有
者

補
助
金
の
額

補
助
対
象
経
費
の
３
分
の
２
以

内
か
つ
、
限
度
額
２
万
円
ま
で

受
付
戸
数

３０
戸
（
応
募
多
数
の
場
合
は
受

付
先
着
順
）

受
付
期
間

８
月
１
日（
水
）〜
１１
月
３０
日（
金
）

補
助
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事

前
に
ま
ち
づ
く
り
課
窓
口
に
て
、

住
宅
の
建
築
年
度
や
構
造
が
わ
か

る
資
料
（
建
築
確
認
通
知
書
の
写

し
、
建
築
物
の
登
記
簿
謄
本
な
ど
）

を
ご
持
参
の
う
え
、
補
助
の
対
象

と
な
る
か
ど
う
か
な
ど
の
相
談
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
ら
の
資

料
は
申
請
時
に
必
要
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

役
場
ま
ち
づ
く
り
課

計
画
建
築
係

�
９
８
５
―
４
１
２
４

��������	
��
�����

�������������
○多重債務とは
多重債務とは多くの借入先から借金を重ねて返済

が困難な状態をいいます。
○多重債務者に陥らないために
・ 将来の収入の見通しをたて、返済計画の立たな
いお金は借りない。

・ 必要以上のクレジットカードは持たない。
・ 金利や手数料、登録業者かどうかを確認し、内
容を充分理解する。

・ 安易に連帯保証人にならない。
・ 取立てに追われ、借金返済のためのあらたな借
金をしない。

○多重債務に陥ってしまったら早めに弁護士や司法
書士に相談する
多額の債務（借金）を抱えていても、解決する方

法があり、債務者の収入や借金の額によって、整理
方法が異なります。
消費生活センターではその方にあった相談窓口を

紹介しています。
【消費生活に関する相談窓口】
愛媛県消費生活センター �９２５－３７００

県内市町のふるさとの自慢を３０秒のＣＭにして、
ふるさとの魅力を競い合う映像の祭典「ふるさとＣ
Ｍ大賞えひめ」（愛媛朝日テレビ主催）の作品を募集
します。
松前町の魅力や自慢を３０秒のＣＭでアピールして

ください。題材やテーマは自由です。
大会で入賞すると、賞に応じた回数が愛媛朝日テ

レビで実際のＣＭとして放送されます。
興味のある方・団体は、応募の詳細を説明します

ので、お問い合わせください。
たくさんのご応募をお待ちしています。

※ 昨年の応募作品が、愛媛朝日テレビのホームペー
ジでご覧いただけます。

申込締切 ８月２４日（金）
作品締切 １１月３０日（金）
申込み・問い合わせ
役場総務課
広報情報管理係
�９８５－４１０３

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

◆
募
集

・
地
域
リ
ー
ダ
ー
養
成
セ
ミ
ナ
ー

◆
お
知
ら
せ

・
耐
震
診
断

・
多
重
債
務

・
ふ
る
さ
と
Ｃ
Ｍ
大
賞
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